
子育て応援特別手当の概要
■支給対象児童
下記の①～③を全て満たす児童
基準日（平成21年2月1日）において、
①三鷹市に住民登録または外国人登録（短
期滞在・不法滞在以外）をしている
②生年月日が平成14年4月2日から平成
17年4月1日までの子どもで
③第2子以降の子どもが対象となります。

※生年月日が平成2年4月2日以後の子どもの
中から年齢順に第1子、第2子と判定します。

■支給金額
支給対象児童１人につき36,000円

■支給の要件
基準日(平成21年2月1日)において、対象児
童と同居し、三鷹市に住民登録または外国人登
録(短期滞在・不法滞在以外)をしている世帯主
に支給されます。

To All Foreign Residents of Mitaka City�

�

コールセンター @0422-76-2222
〈3月30日～5月〉平日：午前8時30分～午後9時

土日祝日：午前8時30分～午後5時
〈6月～10月1日〉平日のみ：午前8時30分～午後5時

別居の子どもがいる家庭や外国人登録をしている世帯などで、支給
対象児童がいても4月中旬までに申請書が届かない場合には、必ずコー
ルセンターまでお問い合わせください。

市役所などの腕章をつけ、「定額給付金の手続きを代理操作しますの
で、キャッシュカードと身分証明書を貸してください」という手口の詐
欺が発生しています。市役所の職員を名乗っても、
必ず市役所に電話で確認してください。
★市の職員が、みなさんに銀行・コンビニなどの
ATM（現金自動預払機）の操作をお願いすること
は、絶対にありません！
★支給のために、市役所が手数料などの振込を求め
ることは、絶対にありません！

記入漏れや書類不備の場合など、市から確認のご連絡をする場
合があります。その際、詐欺防止のため「申請書番号」を必ずお伝
えします。お手元に届く申請書に記載されている申請書番号をお
確かめの上、応答してください。

市からご連絡する場合は……

支給をよそおった
振り込め詐欺にご注意を！ 定�

支給対象児童がいる家庭で申請書が
届かないケースにご注意ください

別居の子どもがいる場合
三鷹市に住民登録をしている世帯単

位で申請書を作成しているため、扶養
している第1子と第2子以降の子ども
が別居の場合（住民登録上世帯を別に
している場合）は、支給対象児童であ
っても申請書が郵送されません。

例えば
外国人登録をしている
世帯の方
外国人登録は世帯での把握

ができない場合があるので、
申請書が郵送されないことや、
申請書に世帯全員が印字され
ていない可能性があります。

例えば

三鷹市にお住まいの外国人のみなさんへ

定額給付金・子育て応援特別手当
支給事業実施本部事務局
〒181-8555 三鷹市野崎1-1-1三鷹市役所
本庁舎2階　 teigaku@city.mitaka.tokyo.jp

問�

１人目

第１子なので対象に
なりません。

第2子以降ですが、年齢
が合わないため対象にな
りません。

2月1日に外国人登録原票に登録されている方（短期
滞在者、不法滞在者を除く）には、定額給付金が支給
されます。また、子育て応援特別手当についても対象
となる方には、支給されます。詳しくは0422-76-2222
までお問い合わせください。

お子さんが2人
以上いる家庭の方は
ご注目ください

3人目

平成14年（2002）4月2日

平成17年（2005）4月1日
生まれの子ども

支給対象

2人目

第2子以降で、年齢が合うため
対象です。

〜

平成2年（1990）4月2日
以後に生まれた子ども

平成17年（2005）4月2日
以後に生まれた子ども


